丹波市行政評価外部評価委員　公募要領※裏面あります

	目　　的
	市が実施する行政評価において、評価の客観性及び信頼性の確保並びに効率的で質の高い行政を推進するための丹波市行政評価外部評価委員会を設置しています。市が実施した行政評価に対して、外部の視点による評価や行政評価制度の改善について意見をいただくため、委員を公募します。

	評価案件
	約160事務事業のうち６事業程度（第１回目の委員会で選定します。）

	募集人員
	２名

	任　　期
	令和８年６月～令和11年３月まで（３年間）※会議は年５回程度です。

	報償費等
	丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱に基づき、日額7,000円（半日の場合は、3,500円）支給します。
（所得税法第183条第１項により源泉徴収します。）

	応募資格
	内部評価（１次評価）結果に対して客観的に意見を述べていただける方で、次の要件にすべて該当する方。
①丹波市内に在住又は通勤されていること。
②平日昼間に開催する会議に出席できること（年５回程度予定）。
③丹波市職員又は丹波市議会議員でないこと。

	応募方法
	次の①～⑧の内容を記載した申込書等を、持参、郵送、電子メールにより下記応募先までご提出ください。
①氏名　②住所　③性別　④生年月日　⑤通勤・通学先の所在地
⑥連絡先　⑦応募動機　⑧作文（テーマに沿って、普段感じられていることや取り組み、市の将来に向けたまちづくりの提案など600字程度で自由にお書きください。）
※応募用紙はホームページからダウンロードできるほか、市役所２階（丹波市氷上町成松字甲賀１）財務部財政課で配布します。
・窓口へ提出される場合：土日祝日を除く平日の執務時間内
（９時00分～16時30分）
・メールの場合：応募受付期間最終日の執務時間内（16時30分まで）
・郵送の場合：応募受付期間最終日の消印有効

	作文テーマ
	『私の考える丹波市のまちづくり』

	募集期間
	令和８年５月７日（木）から令和８年６月５日（金）まで

	選考方法
	公募委員の選考は、選考委員会を設置し、公平かつ客観的に応募内容を審査します。ただし、応募に際し、重大な記入漏れがあるとき、又は虚偽記載があることが判明したときは、応募は無効とします。
選考結果は後日、応募者全員に書面にてお知らせします。

	選考基準
	評価は、段階評価の合計点で行い、最も高い合計点の応募者から順に選考します。
※原則として、選考にあたっては、段階評価の合計点により決定しますが、男女比、年齢構成等を考慮する場合があります。
段階評価は、以下の４項目について各項目５段階で評価します。
・配点：５点満点×４項目＝20点満点（選考委員１人）
・合計点数：選考委員５人の合計得点（100点満点）
【評価項目：評価の基準】
	評価項目
	内　　容

	意欲・熱意
	委員就任に対する明確な動機、意欲や熱意が感じられるか。

	認識・理解
	まちづくりに関する社会情勢や本市を取り巻く社会状況を理解しているか。

	知識・経験
	本市のまちづくりに関する知識や理解、経験が感じられるか。

	論点・整理
	将来のまちづくりに関して、市全体を見据えた発展的意見が述べられているか。




	そ の 他
	・提出書類は返却しません。
・応募用紙に記載された個人情報の取り扱いには十分留意し、他の目的には使用しません。ただし、委員に選任された方の氏名は公表します。

	問合せ先
	財務部財政課
〒669-3692　丹波市氷上町成松字甲賀１番地
TEL：0795-82-1001（代表）0795-88-5371（直通）
E-mail：zaisei@city.tamba.l (エル)g.jp



